
  
水
道
事
業
は
「
独
立
採
算
」
を

原
則
に
民
間
企
業
と
同
じ
よ
う
に

公
営
企
業
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い

ま
す
。
水
道
水
を
供
給
す
る
に
は

多
額
の
費
用
が
掛
か
る
た
め
、
皆

さ
ん
に
お
支
払
い
い
た
だ
く
「
水

道
料
金
」
で
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

水
道
料
金
は
、
安
全
・
安
心
な

水
を
安
定
し
て
供
給
す
る
た
め
の

水
道
管
の
敷
設
や
施
設
の
維
持
管

理
、
漏
水
対
策
や
地
震
対
策
の
費

用
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
具

体
的
に
は
、
老
朽
化
し
た
管
を
地

震
に
強
い
管
に
取
り
替
え
た
り
、

配
水
タ
ン
ク
の
補
修
や
清
掃
を
し

た
り
、
日
常
的
な
漏
水
探
査
に
よ

り
漏
水
し
て
い
る
管
を
早
期
に
発

見
し
修
理
し
て
い
ま
す
。
 

ま
た
、
本
年
2
月
よ
り
更
新
・

導
入
し
た
上
水
道
中
央
監
視
シ
ス

テ
ム
で
、
市
内
に
あ
る
多
く
の
水

道
施
設
を
24
時
間
体
制
で
一
括
監

視
し
、
貴
重
な
水
の
安
定
供
給
に

努
め
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
災
害

時
な
ど
に
は
給
水
車
や
市
内
の
水

道
施
設
に
備
蓄
し
て
あ
る
給
水
タ

ン
ク
や
ポ
リ
容
器
を
使
っ
て
い
ち

早
く
応
急
給
水
で
き
る
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。
 

  敷
地
内
に
埋
め
て
あ
る
水
道
管

や
宅
内
で
漏
水
が
あ
っ
て
は
大
変

で
す
。
一
度
、
漏
水
点
検
を
し
て

く
だ
さ
い
。
 

点
検
の
方
法
は
簡
単
で
す
。
家

中
の
水
道
の
蛇
口
を
閉
め
、
メ
ー

タ
ー
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
（
銀
色
の
コ

市では、福祉医療費の自己負担分の助成を、次のように実施しています。該当すると
思われる方は、手続きにお越しください。 

詳しくは、福祉課障害・給付
係（内線154・155）へどうぞ。 

医療費を支払った月の翌月に 
　1　カ月分をまとめて申請してく
ださい。 



マ
・
写
真
参
照
）
を
見
ま
す
。
少

し
で
も
パ
イ
ロ
ッ
ト
が
回
っ
て
い

る
場
合
は
漏
水
の
疑
い
が
あ
り
ま

す
の
で
、
速
や
か
に
市
水
道
工
事

指
定
店
に
修
理
を
依
頼
し
て
く
だ

さ
い
。
 

   水
道
課
で
は
、
毎
年
、
検
定
期

限
が
満
了
す
る
メ
ー
タ
ー
の
取
り

替
え
工
事
を
実
施
し
て
お
り
、
本

年
度
も
次
の
日
程
で
1
回
目
の
工

事
を
実
施
し
ま
す
。
 

工
事
は
、
市
水
道
工
事
指
定
店

が
施
工
し
ま
す
が
、
皆
さ
ん
の
敷

地
内
で
施
工
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。
 

な
お
、
メ
ー
タ
ー
を
取
り
替
え

た
月
の
使
用
水
量
は
、
取
り
替
え

業
者
が
検
針
し
「
お
知
ら
せ
票
」

を
お
届
け
し
ま
す
。
 

◆
実
施
日
程
　
6
月
1
日（
日
）〜

15
日（
日
） 

◆
対
象
地
区
　
泉
町
 

◆
施
工
業
者
　
▽
土
岐
市
管
工
事

協
同
組
合
（
　
○55　
5
3
2
7
）
 

▽
（有）
大
野
水
道
工
業
所
（
　
○54　
1
 

8
4
6
）
　
▽
東
濃
設
備
工
業
（株）

（
　
○55
　

0
6
6
6
）　
▽
（株）
猪
野

設
備
（
　
○54　
3
8
3
5
） 

詳しくは、福祉課障害・給付係（内線154）へど
うぞ。 

詳
し
く
は
、
水
道
課（
内
線

1
2
1
〜
1
2
7
）へ
ど
う
ぞ
。
 

長期間にわたって水道を使用されない場合は、休止届を提出
されますと、休止期間中の水道使用料金は無料となります。 

詳細については、本紙　7　月　1　日号（予定）でご案内します。 

現在、児童手当を受けている方には、「現況届」の案
内を　6　月上旬に各家庭へ送付しますので、同月中に手続
きを行ってください（受け付け日程は、右表参照）。 
 
 
現在、児童手当を受給していない方が手当を受けるた
めには、認定請求の手続きが必要です。 
認定請求手続きをお忘れの方や、以前に所得制限（右
表参照）などで受給できなかった方でも、受給できる場
合がありますので、お問い合わせください（児童手当は、
請求した翌月から支給されるため、　5　月中に認定請求手
続きを行なうと　6　月分手当から支給されます）。 


